
軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付

直近の認定調査結果を用いて給付可能であることを確認できるか。

いいえ はい

①いずれかの方法で医師の所見を確認する。 届出不要。
・主治医意見書 サービス担当者会議で必要
・医師の診断書等（主治医連絡票を含む） 性を確認し、記録を保管。
・医師から所見を聴取

③必要書類を添付して届出書兼確認書を提出し、市の確認を受ける。
　添付書類：医師の所見を確認したことがわかるもの、サービス担当者会議の記録

市からの確認結果通知を確認する。
原則として、市の確認日（届出書兼確認書の受付日）から給付可能。

（注１）やむを得ず利用開始希望日までに市へ届出書兼確認書を提出できない場合は、
　　　　事前連絡票を提出してください。

（注２）要介護（支援）認定の有効期間ごとに確認が必要です。

②医師から得た情報（所見）に基づき、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマ
ネジメントにより必要性を認める。


